
建築物等鉄⾻組⽴て等の作業指針 
作業主任者技能講習テキスト №216600 

＜新旧対照表＞ 第 3 改訂 4 版 令和 7 年 2 ⽉ 14 ⽇ 
【補⾜事項】※「旧版」から「新版」への⽂章の修正・追加・削除部分は、下線部を参照してください。 

※誤字・脱字および奥付等の軽微な修正は割愛します。 
※参考等の法令改正は引⽤先となる「発翰番号」「表題」のみ掲載します。 

（旧版）第 3 改訂 3 版（令和 6 年 4 ⽉ 12 ⽇） （新版）第 3 改訂 4 版（令和 7 年 2 ⽉ 14 ⽇） 
[表記・⽤語の統⼀]   
建設⼯事現場、建設現場、⼯事現場、現場 作業所 
作業員、労働者 作業者 
および 及び 
または ⼜は 

 
 

 

1 
 
 

（旧版） 第 3 改訂 3 版（令和 6 年 4 ⽉ 12 ⽇） （新版） 第 3 改訂 4 版（令和 7 年 2 ⽉ 14 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
2 上から

17 ⾏⽬ 

② 作業現場の障害物の除去、・・・ 2 上から

17 ⾏⽬ 

② 作業場所の障害物の除去、・・・ 

3 上から

11 ⾏⽬ 

① 現場に常駐して作業の状態を監視する。 3 上から

11 ⾏⽬ 

① 作業場所に常駐して作業の状態を監視す

る。 

4 上から

4 ⾏⽬ 

 具体的には、作業主任者は、現場におい

て・・・ 

4 上から

4 ⾏⽬ 

 具体的には、作業主任者は、作業場所にお

いて 

10 図 2-6 （⾚枠を修正） 10 図 2-6  
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（旧版） 第 3 改訂 3 版（令和 6 年 4 ⽉ 12 ⽇） （新版） 第 3 改訂 4 版（令和 7 年 2 ⽉ 14 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
12 上から

3 ⾏⽬ 

 柱と梁の現場接合の形式は、・・・ 12 上から

3 ⾏⽬ 

 柱と梁の接合形式は、・・・ 

13 図 2-11 （⾚枠を追記） 13 図 2-11  

  
30 上から

4 ⾏⽬ 

・・・安全で、合理的かつ建⽅⼯程を定めな

ければならない。 

30 上から

4 ⾏⽬ 

・・・安全で、合理的な建⽅⼯程を定めなけ

ればならない。 

33 図 2-29 （⾚枠を修正） 33 図 2-29  
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（旧版） 第 3 改訂 3 版（令和 6 年 4 ⽉ 12 ⽇） （新版） 第 3 改訂 4 版（令和 7 年 2 ⽉ 14 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
35 表 2-6 （⾚枠を修正） 35 表 2-6  

  
44 上から

10 ⾏⽬ 

④ 現場における補強材、補助部材の溶接に

伴う熱影響によって・・・ 

44 上から

10 ⾏⽬ 

④ 補強材、補助部材の現場溶接に伴う熱影

響によって・・・ 

52 上から

5 ⾏⽬ 

 鉄⾻の製作精度がいかに良くても現場にお

ける柱のベースの据付位置が違っていて

は、・・・ 

52 上から

5 ⾏⽬ 

 鉄⾻の製作精度がいかに良くても柱のベー

スの据付位置が違っていては、・・・ 

52 上から

10 ⾏⽬ 

・・・鉄⾻現⼨⽤、現場墨出し⽤、係員検査

⽤、各々に１本、・・・ 

52 上から

10 ⾏⽬ 

・・・鉄⾻現⼨⽤、墨出し⽤、係員検査⽤、

各々に１本、・・・ 

54 上から

8 ⾏⽬ 

・・・ボルト径＋２㎜以下とする。現場にお

いて、・・・ 

54 上から

8 ⾏⽬ 

・・・ボルト径＋２㎜以下とする。作業場所

において、・・・ 
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（旧版） 第 3 改訂 3 版（令和 6 年 4 ⽉ 12 ⽇） （新版） 第 3 改訂 4 版（令和 7 年 2 ⽉ 14 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
60 表 2-9 （⾚枠を修正） 60 表 2-9  
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（旧版） 第 3 改訂 3 版（令和 6 年 4 ⽉ 12 ⽇） （新版） 第 3 改訂 4 版（令和 7 年 2 ⽉ 14 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
62 表 2-9 （⾚枠を修正） 62 表 2-9  

  

63 上から

1 ⾏⽬ 

① 現場の作業指揮系統の確認 63 上から

1 ⾏⽬ 

① 建⽅作業の作業指揮系統の確認 

75 上から

4 ⾏⽬ 

・・・垂直親綱・ロリップ（グリップ）⼜は

安全ブロックを・・・ 

75 上から

4 ⾏⽬ 

・・・垂直親綱・ロリップ⼜は安全ブロック

を・・・ 

96 上から

3 ⾏⽬ 

㋺ 現場内外の諸資機材をあらかじめ整理整

頓し、障害物がないようにする。 

96 上から

3 ⾏⽬ 

㋺ 資機材をあらかじめ整理整頓し、障害物

がないようにする。 

99 下から

5 ⾏⽬ 

・・・レバーブロック、グリップ、キトーク

リップなどが・・・ 

99 下から

5 ⾏⽬ 

・・・レバーブロック、クリップ、キトーク

リップなどが・・・ 

100 上から

1 ⾏⽬ 

・・・チェーンブロック、ヒパラーとキトー

クランプか⼤形ワイヤクリップを準備す

る。・・・ 

100 上から

1 ⾏⽬ 

・・・チェーンブロック、キトークランプか

⼤形ワイヤクリップを準備する。・・・ 
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（旧版） 第 3 改訂 3 版（令和 6 年 4 ⽉ 12 ⽇） （新版） 第 3 改訂 4 版（令和 7 年 2 ⽉ 14 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
111 表 2-14 （⾚枠を修正） 111 表 2-14  

  

112 表 2-14 （⾚枠を修正） 112 表 2-14  
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（旧版） 第 3 改訂 3 版（令和 6 年 4 ⽉ 12 ⽇） （新版） 第 3 改訂 4 版（令和 7 年 2 ⽉ 14 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
115 上から

12 ⾏⽬ 

・・・所有者が処理する。残存している場合

は、解体⼯事施⼯者と所有者が協議して処理

する。 

115 上から

12 ⾏⽬ 

・・・所有者が処理する。 

120 下から

4 ⾏⽬ 

・・・必要に応じ作業現場に搬⼊する。・・・ 120 下から

4 ⾏⽬ 

・・・必要に応じ作業場所に搬⼊する。・・・ 

123 上から

3 ⾏⽬ 

㋺ 現場打ちコンクリート杭は、その場で破

砕して回収するか、・・・ 

123 上から

3 ⾏⽬ 

㋺ 場所打ちコンクリート杭は、その場で破

砕して回収するか、・・・ 

123 上から

23 ⾏⽬ 

 現場内及び現場周辺の清掃を⾏い、近隣へ

挨拶及び作業完了報告を⾏う。・・・ 

123 上から

23 ⾏⽬ 

 作業所内及び周辺の清掃を⾏い、近隣へ挨

拶及び作業完了報告を⾏う。・・・ 

131 下から

1 ⾏⽬ 

・・・ても現場締付後に継⼿部の仕上げ塗装

までの間に錆の・・・ 

131 下から

1 ⾏⽬ 

・・・ても締付後に継⼿部の仕上げ塗装まで

の間に錆の・・・ 

132 上から

5 ⾏⽬ 

 現場での溶接⽅法の区分については、・・・ 132 上から

5 ⾏⽬ 

 現場溶接⽅法の区分については、・・・ 

138 上から

4 ⾏⽬ 

・・・単材で搬⼊し、現地地上にて所定の・・・ 138 上から

4 ⾏⽬ 

・・・単材で搬⼊し、地上にて所定の・・・ 

151 下から

3 ⾏⽬ 

陸上輸送（トラック⼜はトレーラー乗渡し） 151 下から

3 ⾏⽬ 

陸上輸送（トラック⼜はトレーラー上渡し） 

159 上から

13 ⾏⽬ 

・セルフロック 159 上から

13 ⾏⽬ 

・安全ブロック 

159 図 3-42 （⾚枠を修正） 159 図 3-42  

  

193 上から

2 ⾏⽬ 

⑶ つりかご⾜場 193 上から

2 ⾏⽬ 

⑶ つりかご⾜場（鉄筋取付け式⾜場） 
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（旧版） 第 3 改訂 3 版（令和 6 年 4 ⽉ 12 ⽇） （新版） 第 3 改訂 4 版（令和 7 年 2 ⽉ 14 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
196 図 5-10 （⾚枠を変更） 196 図 5-10  

 
 

198 図 5-12 （⾚枠を修正） 198 図 5-12  
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（旧版） 第 3 改訂 3 版（令和 6 年 4 ⽉ 12 ⽇） （新版） 第 3 改訂 4 版（令和 7 年 2 ⽉ 14 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
204 表 5-2 （⾚枠を修正） 204 表 5-2  

  

208 表 5-3 （⾚枠を修正） 208 表 5-3  

  

210 上から

1 ⾏⽬ 

ブ⻑さ 30.5メートルを使⽤すれば、ジブ傾斜

⾓は 60 度で、地上揚程は 27ｍ、作業半径は

14ｍとなる。 

210 上から

1 ⾏⽬ 

ブ⻑さ 30.5メートルを使⽤すれば、ジブ傾斜

⾓は 60 度で、地上揚程は約 28ｍ、作業半径

は約 13ｍとなる。 
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（旧版） 第 3 改訂 3 版（令和 6 年 4 ⽉ 12 ⽇） （新版） 第 3 改訂 4 版（令和 7 年 2 ⽉ 14 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
210 図 5-20 （⾚枠を変更） 210 図 5-20  

 

 

211 上から

1 ⾏⽬ 

 アウトリガーを最⼤に張り出した場合でジ

ブ⻑さ 16.5ｍ、作業半径７ｍでの定格総荷重

は 13ｔである。 

 また、アウトリガーを中間張出しにした場

合の側⽅での定格総荷重は 9.4ｔである。 

211 上から

1 ⾏⽬ 

 アウトリガーを最⼤に張り出した場合でジ

ブ⻑さ 16.4ｍ、作業半径７ｍでの定格総荷重

は 14ｔである。 

 また、アウトリガーを中間張出しにした場

合の側⽅での定格総荷重は 9.5ｔである。 
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（旧版） 第 3 改訂 3 版（令和 6 年 4 ⽉ 12 ⽇） （新版） 第 3 改訂 4 版（令和 7 年 2 ⽉ 14 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
211 図 5-21 （⾚枠を変更） 211 図 5-21  

  
221 上から

5 ⾏⽬ 

 ⽟掛けができる者は、表５―１のとおりで

ある。 

221 上から

5 ⾏⽬ 

 ⽟掛けができる者は、表５―１ （P.201）

のとおりである。 

222 上から

2 ⾏⽬ 

 図５―31 は⽇本⼯業規格（JIS G  3525 

ワイヤロープ）に・・・ 

222 上から

2 ⾏⽬ 

 図５―31 は⽇本産業規格（JIS G 3525 

ワイヤロープ）に 

227 下から

1 ⾏⽬ 

⑮ 10ｍ／秒以上の強⾵時には、作業を中⽌

する。 

227 下から

1 ⾏⽬ 

⑮ 10 分間の平均⾵速が 10ｍ／秒以上の強

⾵時には、作業を中⽌する。 

236 図 5-46 （⾚枠を修正） 236 図 5-46  
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（旧版） 第 3 改訂 3 版（令和 6 年 4 ⽉ 12 ⽇） （新版） 第 3 改訂 4 版（令和 7 年 2 ⽉ 14 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
245 上から

3 ⾏⽬ 

・・・接等作業主任者の直接指揮のもとで作

業を⾏う。 

245 上から

3 ⾏⽬ 

・・・接等作業主任者⼜は特定化学物質作業

主任者の直接指揮のもとで作業を⾏う。 

245 上から

13 ⾏⽬ 

⑧ アーク溶接⽤のしゃ光保護具（保護⾯⼜

は保護眼鏡）及び・・・ 

245 上から

13 ⾏⽬ 

⑧ アーク溶接⽤のしゃ光保護具（保護⾯⼜

は保護めがね）及び・・・ 

252 上から

7 ⾏⽬ 

アーク溶接作業は、次のことに留意する。 

㋑アーク溶接作業は、特別教育を受けた者で

指名されたものが⾏う。 

㋺溶接機は指定された電源に接続して使⽤す

る。 

㋩⾼所での溶接作業では、安全な⾜場上で⾏

うか、安全帯を使⽤して⾏う。 

㋥ 爆発⼜は⽕災の危険がある場所では、溶接

作業を⾏わない。 

㋭アークが出づらいときは、溶接棒を 2〜3 

回こするようにするとよい。 

㋬溶接機の修理等を⾏うときは、必ず電源を

切ってから⾏う。 

252 上から

7 ⾏⽬ 

ア ー ク 溶 接 作 業 で 留 意 す る こ と は

P.245①−⑧参照。 

258 図 6-4 （⾚枠を修正） 258 図 6-4  

  

259 上から

3 ⾏⽬ 

⑤ 安全帯のロープが届かない場合は補助親

綱を使⽤する。 

259 上から

3 ⾏⽬ 

⑤ 安全帯のロープが届かない場合は補助と

して親綱を設置する。 

263 上から

4 ⾏⽬ 

① 網⽷の強度が、表６―２の値未満のもの。 263 上から

4 ⾏⽬ 

① 網⽷の強度が、表６―２（P.261 ）の値

未満のもの。 
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（旧版） 第 3 改訂 3 版（令和 6 年 4 ⽉ 12 ⽇） （新版） 第 3 改訂 4 版（令和 7 年 2 ⽉ 14 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
267 図 6-14 （⾚枠を修正） 267 図 6-14  

  
274 上から

2 ⾏⽬ 

 適時、現場を巡回し、危険の予知につとめ

ると同時に危険な作業に対しては、・・・ 

274 上から

2 ⾏⽬ 

 適時、現場巡回し、危険の予知につとめる

と同時に危険な作業に対しては、・・・ 

284 上から

6 ⾏⽬ 

 現場における作業服は、仕事がしやす

く、・・・ 

284 上から

6 ⾏⽬ 

 作業服は、仕事がしやすく、・・・ 

285 図 6-22 （⾚枠を修正） 285 図 6-22  

  

288 上から

10 ⾏⽬ 

 建設⼯事では、防⾳具としての⽿せん、・・・ 288 上から

10 ⾏⽬ 

 建設⼯事では、聴覚保護具としての⽿せ

ん、・・・ 

289 上から

12 ⾏⽬ 

 安全帯は、厚⽣労働⼤⾂が定める「安全帯

の規格」に・・・ 

289 上から

12 ⾏⽬ 

 安全帯は、厚⽣労働⼤⾂が定める「墜落制

⽌⽤具の規格」に 

293 下から

1 ⾏⽬ 

・・・（図 6 ―28「2．ロープ、フックの取付

け位置」参照）。 

293 下から

1 ⾏⽬ 

（図 6 ―29「2．ロープ、フックの取付け位

置」参照）。 

294 図 6-28 図６‒28 安全帯の正しい使い⽅ 294 図 6-29 図６‒29 安全帯の正しい使い⽅ 

295 上から

20 ⾏⽬ 

（図 6 ―29、図 6 ―30 参照）。 295 上から

20 ⾏⽬ 

（図 6 ―30、図 6 ―31 参照）。 
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（旧版） 第 3 改訂 3 版（令和 6 年 4 ⽉ 12 ⽇） （新版） 第 3 改訂 4 版（令和 7 年 2 ⽉ 14 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
295 図 6-29 図６‒29 専⽤の取付⾦具（例） 295 図 6-30 図６‒30 専⽤の取付⾦具（例） 

295 図 6-30 図６‒30 ⽔平親綱の取付⾦具への設置（例） 295 図 6-31 図６‒31 ⽔平親綱の取付⾦具への設置（例） 

296 上から

2 ⾏⽬ 

・・・ならない（図 6 ―31 参照） 296 上から

2 ⾏⽬ 

・・・ならない（図 6 ―32 参照）。 

296 図 6-31 図６‒31 専⽤⾦具の全周溶接（例） 296 図 6-32 図６‒32 専⽤⾦具の全周溶接（例） 

296 上から

5 ⾏⽬ 

・・・平親綱を使⽤して緊張器により緊張す

る（図 6 ―32 参照）。 

 こう配屋根での⽔平親綱の取付け（例）を

図 6 ―33 に⽰す。 

296 上から

5 ⾏⽬ 

・・・平親綱を使⽤して緊張器により緊張す

る（図 6 ―33 参照）。 

 こう配屋根での⽔平親綱の取付け（例）を

図 6 ―34 に⽰す。 

296 図 6-32 図６‒32 親綱⽀柱による⽔平親綱の取付け

（例） 

296 図 6-33 図６‒33 親綱⽀柱による⽔平親綱の取付け

（例） 

296 図 6-33 図６‒33 こう配屋根での⽔平親綱の取付け

（例） 

296 図 6-34 図６‒34 こう配屋根での⽔平親綱の取付け

（例） 

297 上から

7 ⾏⽬ 

 また、鉄⾻梁の場合、図 6 ―34 に⽰すよう

に、・・・ 

297 上から

7 ⾏⽬ 

 また、鉄⾻梁の場合、図 6 ―35 に⽰すよう

に、・・・ 

297 図 6-34 図６‒34 Ｈ形鋼の⽅向と親綱⽀柱の⽅向の

関係（例） 

297 図 6-35 図６‒35 Ｈ形鋼の⽅向と親綱⽀柱の⽅向の

関係（例） 

297 上から

13 ⾏⽬ 

（ハ）鉄⾻等への⽔平親綱の緊結⽅法を図 6 

―35 に⽰す。 

297 上から

13 ⾏⽬ 

（ハ）鉄⾻等への⽔平親綱の緊結⽅法を図 6 

―36 に⽰す。 

297 図 6-35 図６‒35 親綱緊結（例） 297 図 6-36 図６‒36 親綱緊結（例） 
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（旧版） 第 3 改訂 3 版（令和 6 年 4 ⽉ 12 ⽇） （新版） 第 3 改訂 4 版（令和 7 年 2 ⽉ 14 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
298 上から

3 ⾏⽬ 

（⾚枠を修正） 298 上から

3 ⾏⽬ 

 

 

 
299 表 6-6 （⾚枠を修正） 299 表 6-6  

  
300 上から

3 ⾏⽬ 

・・・り付けない（図 6 ―36 参照）。 300 上から

3 ⾏⽬ 

・・・り付けない（図 6 ―37 参照）。 

300 図 6-36 図６‒36 墜落制⽌時の振り⼦状態（例） 300 図 6-37 図６‒37 墜落制⽌時の振り⼦状態（例） 

300 上から

4 ⾏⽬ 

（ロ）⽔平親綱を使⽤する作業者は、1 スパ

ンに 1 ⼈とする（図 6 ―37 参照）。 

300 上から

4 ⾏⽬ 

（ロ）⽔平親綱を使⽤する作業者は、1 スパ

ンに 1 ⼈とする（図 6 ―38 参照）。 
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（旧版） 第 3 改訂 3 版（令和 6 年 4 ⽉ 12 ⽇） （新版） 第 3 改訂 4 版（令和 7 年 2 ⽉ 14 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
300 図 6-37 図６‒37 1 本の⽔平親綱を 2 ⼈で使⽤した

悪い例 

300 図 6-38 図６‒38 1 本の⽔平親綱を 2 ⼈で使⽤した

悪い例 

301 上から

3 ⾏⽬ 

・・・―38 参照）。スライドの場合は、親綱

式、固定ガイド式などの形式がある。 

301 上から

3 ⾏⽬ 

・・・―39 参照）。スライドの場合は、親綱

式、固定ガイド式などの形式がある。 

301 図 6-38 図６‒38 安全帯関連器具（例） 301 図 6-39 図６‒39 安全帯関連器具（例） 

304 上から

11 ⾏⽬ 

・・・作業者にわかりやすくどの現場でも同

じ標識とすることが望ましい（ 図６―39 参

照）。 

 なお、鉄⾻建⽅は、重機作業となるため、

つり荷の下へ作業員が⼊らぬよう注意する

と・・・ 

304 上から

11 ⾏⽬ 

・・・作業者にわかりやすくどの作業所でも

同じ標識とすることが望ましい（図６―40 参

照）。 

 なお、鉄⾻建⽅は、重機作業となるため、

つり荷の下へ作業者が⼊らぬよう注意する

と・・・ 

304 下から

5 ⾏⽬ 

・・・やや上⽅（２ｍ程度）の位置に掲⽰す

ること。 

304 下から

5 ⾏⽬ 

・・・やや上⽅の位置に掲⽰すること。 

304 下から

2 ⾏⽬ 

⑤ 現場巡視等の際には、安全標識をよく点

検し、・・・ 

304 下から

2 ⾏⽬ 

⑤ 巡視等の際には、安全標識をよく点検

し、・・・ 

305 図 6-39 図６‒39 建災防統⼀安全標識 305 図 6-40 図６‒40 建災防統⼀安全標識 

310 表 7-2 （⾚枠を修正） 310 表 7-2  

  

312 下から

3 ⾏⽬ 

③ 正しい技能（姿勢、持ち⽅、注⽬の仕⽅、

動作の速さなど）をよく理解させる。 

312 下から

3 ⾏⽬ 

③ 正しい技能（姿勢、使い⽅、ポイント、

動作の速さなど）をよく理解させる。 

316 上から

13 ⾏⽬ 

・・・とになるが、現場の状況にもいろいろ

あり、・・・ 

316 上から

13 ⾏⽬ 

・・・とになるが、作業所特性にもいろいろ

あり、・・・ 
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（旧版） 第 3 改訂 3 版（令和 6 年 4 ⽉ 12 ⽇） （新版） 第 3 改訂 4 版（令和 7 年 2 ⽉ 14 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
316 上から

17 ⾏⽬ 

② むり、むだ、むらがない。 316 上から

17 ⾏⽬ 

② ムリ・ムダ・ムラがない。 

319 上から

3 ⾏⽬ 

 現場は、作業を進める中で作業を⾝につ

け、・・・ 

319 上から

3 ⾏⽬ 

 安全ミーティングは、作業を進める中で作

業を⾝につけ、・・・ 

319 上から

7 ⾏⽬ 

 端的にいうならば、現場のこと、作業のこ

と、・・・ 

319 上から

7 ⾏⽬ 

 端的にいうならば、作業場所のこと、作業

のこと、・・・ 

322 上から

6 ⾏⽬ 

・・・作業者各⾃がその⽇の現場の潜在的な

危険要素を⾃分達で⾒付け出し、これに対処

する作業⽅法・⼿順を取り決めることを現場

に定着させることである。・・・ 

322 上から

6 ⾏⽬ 

・・・作業者各⾃がその⽇の作業場所の潜在

的な危険要素を⾃分達で⾒付け出し、これに

対処する作業⽅法・⼿順を取り決めることを

作業所に定着させることである。・・・ 

326 上から

2 ⾏⽬ 

 ⼤部分の労働災害はその発⽣をみる以前

に、・・・ 

326 上から

2 ⾏⽬ 

 ⼤部分の労働災害はその発⽣が起こる以前

に、・・・ 

327 上から

10 ⾏⽬ 

③ 有毒ガス、粉じん等の発⽣するおそれの

ある現場では、特に防毒マスク、防じんマ

スク、空気呼吸器等の保護具を整備してお

く。 

327 上から

10 ⾏⽬ 

③ 有毒ガス等の発⽣するおそれのある作業

所では、特に防毒マスク、空気呼吸器等の

保護具を整備しておく。 

327 上から

18 ⾏⽬ 

⑤ 災害発⽣現場の保守につとめる。 327 上から

18 ⾏⽬ 

⑤ 災害発⽣場所の保守につとめる。 

353 

354 

下から

1 ⾏⽬ 

・・・のため必要な事項について、教育を⾏

なわなければならない。ただし、令第２条第

３号に掲げる業種の事業場の労働者について

は、第１ 号から第４ 号までの事項について

の教育を省略することができる。 

353 

354 

下から

1 ⾏⽬ 

・・・のため必要な事項について、教育を⾏

なわなければならない。 
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（旧版） 第 3 改訂 3 版（令和 6 年 4 ⽉ 12 ⽇） （新版） 第 3 改訂 4 版（令和 7 年 2 ⽉ 14 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
356 別表 

第 3 

（⾚枠を修正） 356 別表 

第 3 

 

  

382 上から

3 ⾏⽬ 

・・・⼀部解体若しくは変更の後において、

⾜場における作業を⾏うときは、作業を開始

する前に、次の事項について、点検し、異常

を認めたときは、直ちに補修しなければなら

ない。 

382 上から

3 ⾏⽬ 

・・・⼀部解体若しくは変更の後において、

⾜場における作業を⾏うときは、点検者を指

名して作業を開始する前に、次の事項につい

て、点検させ、異常を認めたときは、直ちに

補修しなければならない。 

392 上から

18 ⾏⽬ 

・・・⼀部解体若しくは変更の後においては、

⾜場における作業を開始する前に、次の事項

について点検し、危険のおそれがあるとき

は、・・・ 

392 上から

18 ⾏⽬ 

・・・⼀部解体若しくは変更の後においては

点検者を指名して、⾜場における作業を開始

する前に、次の事項について点検させ、危険

のおそれがあるときは、・・・ 

 


